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訓令 

令和７年度大和高田市立保育所及びこども園給食調理業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会設
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置要綱（保育幼稚園課） 

訓令第１２号 

令和７年度大和高田市立保育所及びこども園給食調理業務委託事業者選定プロポーザル審査委員

会設置要綱を次のように定める。 

令和７年１１月７日 

大和高田市長 堀内 大造   

令和７年度大和高田市立保育所及びこども園給食調理業務委託事業者選定プロポーザル審査

委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 令和７年度大和高田市立保育所及びこども園給食調理業務委託に係る受託候補者（以下「受

託候補者」という。）の選定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、令和７年度大和

高田市立保育所及びこども園給食調理業務委託事業者選定プロポーザル審査委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 実施要領の審議及び策定に関する事項 

（２） 審査基準及び審査方法に関する事項 

（３） 提案書、プレゼンテーション等の内容の総合評価に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 福祉部長 

（２） 総務部長 

（３） 福祉部子育て支援室保育幼稚園課指導主事 

（４） 大和高田市立こども園長のうち委員長が指名する者 

（５） 大和高田市立保育所長のうち委員長が指名する者 

３ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

（委員長） 

第４条 委員長は、福祉部長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取し、

又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（情報公開） 

第６条 会議は、非公開とする。 

２ 会議において提案のために使用された資料のうち事業者から提出されたものについて、閲覧又は

謄写の請求があったときは、当該請求を拒むことはできない。ただし、次項ただし書に規定するお

それが認められる部分については、これを除いて閲覧又は謄写に応じるものとする。 
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３ 市長は、前項の資料の閲覧又は謄写に同意しない事業者を受託候補者選定のための会議に参加さ

せてはならない。ただし、資料の閲覧又は謄写についての同意が困難であることが客観的に明らか

であり、かつ、資料の閲覧又は謄写をすることにより事業者の公募が実現できなくなるおそれ、そ

の他会議の目的が達成できないおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

４ 前項の規定に反して行われた選定行為は、無効とする。 

（中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対して、利益又は不利益を与える行為

をしてはならない。 

（守秘義務） 

第８条 委員及び第５条第４項の規定による出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、福祉部子育て支援室保育幼稚園課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、告示の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

２ この訓令は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示 

放置自転車等の移動、保管（生活安全課） 

告示第１２１号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

令和７年１１月６日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２ 移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量 

（１） 放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和高田
駅･ＪＲ高田駅
周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

自転車 

原動機

付自転

車 

令和７年１０月１６日       １    

令和７年１０月２４日     １      

令和７年１０月２９日 ２          

（２） 放置禁止区域外の公共の場所 

告 示 
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移動年月日 地   区 自転車 原動機付自転車 

令和７年１０月２１日 永和町９-１０先路上 １  

３ 保管場所 

大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 

大和高田市高架下自転車保管所 

４ 引取期間 

告示日から６０日間。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

５ 引取時間 

午前９時から正午までと午後１時から午後４時まで 

６ 引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証、運転免許証、保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア 移動費 ２，０００円 

イ 保管費 移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市

の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を

徴収する。総額は、１，０００円を限度とする。 

７ 連絡先 

大和高田市役所 生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

公示送達（保険医療課） 

告示第１２２号 

令和７年度国民健康保険税納税通知書を郵送しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明

であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、

次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は保険医療課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればい

つでも交付します。 

令和７年１１月７日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

引取りのない自転車等の処分（生活安全課） 

告示第１２３号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第６条の規定により告示します。 

  令和７年１１月１８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．処分の根拠 

  保管の告示から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根１丁目高田バイパス高架下 
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  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  令和８年２月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  令和７年８月１日から令和７年８月３１日までの間 

 

１２月定例議会の招集（財政課） 

告示第１２４号 

令和７年１２月１日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

令和７年１１月２０日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

住民票の消除（市民課） 

告示第１２５号 

大和高田市に住民登録をしている下記の者について、住民基本台帳法第３４条第２項の規定による

調査の結果、居住していないことを確認したため、同法第８条及び住民基本台帳法施行令第１２条第

１項の規定により、住民票を令和７年１１月２６日付けで消除したので、同条第４項の規定により告

示する。 

令和７年１１月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

記 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

 

（教示） 

１ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定により、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、大和高田市長に対して審査請求

をすることができます。 

２ この決定に対する取消しの訴えは、この決定の通知を受けた日から６月以内に大和高田市を被告

として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、提起しなければなり

ません（なお、この決定の通知を受けた日から６月以内であっても、決定の日から 1年を経過する

と、この決定に対する取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査

請求をした場合の決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６月以内に提起しなければならないこととされています。 

 

大和高田市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程の一部を改正する告示（契約管理課） 

告示第１２６号 

大和高田市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

令和７年１１月２７日 

大和高田市長 堀内 大造   

大和高田市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程の一部を改正する告示 

大和高田市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成１８年告示第１６２号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第３項中第８号を削り、第９号を第８号とし、第１０号を第９号とする。 

様式第５号中「 
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主な取扱品目（商品名・メーカー名）又は業務

内容 

特約店又は代理店で
あるときは○印を
つけ、それを証明す
る書類を添付してく
ださい。 

  

  

  

  

  

  

」を 

「 

主な取扱品目（商品名・メーカー名）又は業務内容 

 

 

 

 

 

 

」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の大和高田市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程の規定
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は、この告示の施行の日以後に行われる入札参加資格の審査について適用し、同日前に行われた入

札参加資格の審査については、なお従前の例による。 

 

公示送達（保険医療課） 

告示第１２７号 

令和７年度国民健康保険税納税通知書を郵送しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明

であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、

次のとおり公示送達します。 

なお、公示送達に係る書類は保険医療課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればい

つでも交付します。 

令和７年１１月２８日 

大和高田市長 堀内 大造   

１．送達を受けるべき者 

省略（市役所前掲示場掲示済） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに、書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

 

公告 

「広報誌やまとたかだ」等広告枠使用契約に関する条件付き一般競争入札公告（広報広聴課） 

公告第１３３号 

入  札  公  告 

 

 次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和７年１１月４日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 契約名 「広報誌やまとたかだ」等広告枠使用契約 

２ 掲載場所 「広報誌やまとたかだ」及び「大和高田市ホームページ」内の本市指定

広告掲載スペース 

３ 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 契約内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件  この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満

たしているものとします。 

（１）令和３年度以降に全国の自治体において、自治体広報誌等の広告

掲載業務を行った実績があること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第 1項の規定に該当しない者で

あること。 

（３）会社更生法（平成１４年法第１５４号）の規定による更生手続き

開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法第２２５号）の規定によ

る再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、会

社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置、その他国又は奈良県による同様の措置を受け

公 告 
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ている者でないこと。 

（５）（２）に該当する者のほか大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者で

ないこと。 

６ 競争入札参加資格

の申請 

 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入

札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申

請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認

められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームぺージの「入札公告」欄に掲

載（ダウンロード可）するとともに、広報広聴課でも配布しています。 

（２） 必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５（１）に掲げる実績を証するもの（契約書の写し等） 

（３）申請書等の提出は持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易書留

郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１１月４日（火）から令和７年１１月１８日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

  午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１

時までを除きます。 

（６）受付場所 

  〒６３５－８５１１ 大和高田市大字大中９８番地４ 

  大和高田市役所５階 企画政策部広報広聴課 

７ 競争入札参加資格

の確認通知 

 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものと

し、その結果は郵送により通知します。 

（１）郵送日 

  提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除きま

す。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

  参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送

付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

  参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を

送付します。 

８ 仕様書についての

質疑応答 

 仕様書についての質疑及び応答は、FAXにより、次のとおり行います。

（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。） 

（１）受付期限 

  令和７年１１月２０日（木） 午後５時まで 

（２）送信先 

  大和高田市役所 企画政策部広報広聴課 

  FAX ０７４５―４４―３１１７ 

（３）回答期限 

  令和７年１１月２６日（水） 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり、郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

  令和７年１２月８日（月）。入札執行の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 
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  〒６３５―８７９９ 

  大和高田市神楽２－７－４６ 

  日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

  大和高田市 広報広聴課 

（３）郵送方法 

  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契

約規則（平成１１年規則第９号）第９号第２項の規定により入札金額の

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高

田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置

を講じることとなります。 

１１ 開札の日時等 入札の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

  令和７年１２月９日（火）午後２時 

（２）場所 

  大和高田市役所 ５階 会議室８ 

（３）開札結果等の公表 

  開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表しま

す。 

１２ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚

偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札

時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなった者のした入

札 

１３ 落札者の決定  落札者は、予定価格以上の範囲内において最高の価格をもって入札を

行った者とします。 

１４ 契約保証金  免除します。 

１５ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないと

きは、開札を中止します。 

（３）詳細は仕様書によります。 

 

令和８年１月納品分学校給食用物資（青果物）納入に関する条件付き一般競争入札公告（教育総務課） 

公告１３４号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告し

ます。 

令和７年１１月１０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 令和８年１月納品分学校給食用物資（青果物）納入 

２ 納入場所 大和高田市内８小学校及び３中学校 給食室 

３ 契約期間 令和８年１月１日から令和８年１月３１日まで 

４ 履行内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者
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であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置、その他国又は県による同様の措置を受

けている者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類

（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者

は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札公告（学校

給食用物資）」よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（本市指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（本市指定様式） 

③ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

④ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑤ 使用印鑑届又は委任状兼使用印鑑届（指定様式） 

※⑤については、支店長、営業所長等に入札、契約等に関する権

限を委任する場合は委任状兼使用印鑑届を使用してください。 

※③～⑤は、大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿

に登録している者については、提出の必要はありません。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１１月１０日（月）から令和７年１１月１７日（月）ま

で。 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所 

〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ２階 教育総務課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

令和７年１１月２０日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を

送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 
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８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、大和高田市ホー

ムページ「入札公告（学校給食用物資）」に掲載の質疑応答票により、

ＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

令和７年１２月１日（月）午後５時まで 

（２）質疑の送信先 

大和高田市役所 教育総務課 

ＦＡＸ ０７４５－５３－８０３３ 

（３）回答方法及び期日 

回答は、令和７年１２月２日（火）午後５時までとし、ＦＡＸに

より、本件入札参加資格を認めた者全てに行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

 （１）期限 

令和７年１２月４日（木）。入札執行日の前日であるため、この

日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

 （２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 

日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 教育委員会事務局教育部 教育総務課 保健給食 

担当 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書の記載 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、運搬費・消費税等込みの金額で記入してく

ださい。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 令和７年１２月５日（金）午後２時３０分 

（２）場所 大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

  開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、一般の閲覧にて公

表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及

び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反し

た入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、

入札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったも

ののした入札 

１４ 落札者の決定 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内にお

いて最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ 契約方法 入札書へ記載された契約希望金額により、契約を行います。 

１７ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない
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ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

仮想化基盤構築事業者の決定に関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１３５号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和７年１１月１３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 仮想化基盤構築事業者の決定 

２ 納入場所 大和高田市役所内（大和高田市大字大中９８番地４） 

３ 契約期間 納入期限 令和８年６月３０日 

賃貸借期間 令和８年７月１日から令和１３年６月３０日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

※本件は、リースの対象となる構築事業者及び構築価格を決定するも

のです。 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「文具・

事務用機器（ＯＡ機器、ソフト）」又は「役務の提供（電算業務）」

に登録している者であること。 

（２）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／

ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】の資格を認証取得してい

る者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書等（以下｢申請書等」という。）を提出し、競

争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期

限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資

格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページ（以下「本市ホーム

ページ」という。）の「入札･契約情報」よりダウンロードしてくだ

さい。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 
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③ ５（２）の要件を満たすことを証するもの（資格者証の写し） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１１月１３日（木）から令和７年１１月２６日（水）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）受付場所・郵送先 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書及

び入札書類一式を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様

式は本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和７年１２月２日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和７年１２月４日（木）午後５時まで 

質疑回答は、本案件の入札公告ページに掲載します。なお、入札

事務に関しての問い合わせは質問者にのみ回答します。 

９ 入札書の提出方法  入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和７年１２月９日（火）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金
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額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等  開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和７年１２月１０日（水）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日本市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効  無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金  免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

大和高田市勤労青少年ホーム石綿含有建材分析調査業務委託に関する条件付き一般競争入札（契約監

理課） 

公告第１３６号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和７年１１月１３日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 大和高田市勤労青少年ホーム石綿含有建材分析調査業務委託 

２ 履行場所 大和高田市勤労青少年ホーム（大和高田市大字野口地内） 

３ 契約期間 契約締結日から令和８年２月２７日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の「役務の

提供（検査・分析・調査業務）」又は大和高田市建設工事等競争入札

参加資格者登録名簿の「測量・コンサルタント等」に登録している

者であること。 

（２）「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有する者（契約締結時点

において継続して３か月以上の雇用関係にある者）を配置できる者

であること。 
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（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画認可の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争

入札参加資格確認申請書等（以下｢申請書等」という。）を提出し、競

争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期

限までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資

格がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページ（以下「本市ホーム

ページ」という。）の「入札･契約情報」よりダウンロードしてくだ

さい。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５（２）に係る者の資格を証する書類及び所属会社と３か月以

上の雇用関係を証する書類（資格証等の写し） 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１１月１３日（木）から令和７年１１月２７日（木）ま

で。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所・郵送先 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ３階総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書及

び入札書類一式を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様

式は本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 
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令和７年１２月２日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和７年１２月４日（木）午後５時まで 

質疑回答は、本案件の入札公告ページに掲載します。なお、入札

事務に関しての問い合わせは質問者にのみ回答します。 

９ 入札書の提出方法  入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和７年１２月９日（火）。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額

を消費税等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等  入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和７年１２月１０日（水）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日本市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効  無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入

札時点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入

札を行った者とします。 

１５ 契約保証金  免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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自動車臨時運行許可番号標の失効（市民課） 

公告第１３７号 

 大和高田市自動車臨時運行許可に関する規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の自動

車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

  令和７年１１月１７日 

 大和高田市長 堀内 大造   

○ 臨時運行許可番号標番号 

 

３５－０２ 

 

①大和高田市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託及び②大和高田市高齢者保健福祉計画・第

１０期介護保険事業計画策定業務委託に関する条件付き一般競争入札（契約監理課） 

公告第１３８号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

令和７年１１月２０日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 件  名 ①大和高田市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託及び②大和

高田市高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委託 

２ 業務場所 大和高田市役所 

３ 業務期間 ①契約締結日から令和８年３月２３日まで 

②令和８年４月１日から令和９年３月２２日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て

満たしているものとします。 

（１）人口５万人以上の自治体において、第８期又は第９期介護保険

事業計画策定業務の受託実績を有する者であること。 

（２）以下のいずれかの資格を認証取得している者であること。 

 ・プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】 

 ・情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＪＩＳＱ２

７００１】 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開

始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法

の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０

号）に基づく資格停止措置、その他国又は奈良県による同様の措置

を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置

要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当す

る者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争
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認の申請 入札参加資格確認申請書（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争

入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限

までに申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格

がないと認められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページ（以下「本市ホーム

ページ」という。）の「入札･契約情報」よりダウンロードしてくだ

さい。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ ５の（１）の要件を満たすことを証するもの（契約書等の写

し） 

④ ５の（２）の要件を満たすことを証するもの（資格者証の写

し） 

⑤ 履歴事項全部証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑥ 印鑑証明書の写し（発行後３ヶ月以内のもの） 

⑦ 使用印鑑届又は委任状兼使用印鑑届（指定様式） 

※ ⑤～⑦については、大和高田市競争入札参加資格者登録名簿

に登録している場合、提出の必要はありません。 

※ ⑦については、大和高田市競争入札参加資格者登録名簿に登

録しておらず、かつ本店で参加される場合は使用印鑑届を、支店

長又は営業所長等に入札及び契約等に関する権限を委任する場合

は委任状兼使用印鑑届を使用してください。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易

書留郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和７年１１月２０日（木）から令和７年１２月３日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後

１時までを除きます。 

（６）提出場所・郵送先 

〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所３階 総務部契約監理課 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うもの

とし、その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日及び日曜日を除き

ます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書及

び入札書類一式を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書

を送付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、

次のとおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様

式は本市ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和７年１２月９日（火）午後５時まで 

（２）送信先 
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大和高田市役所 総務部契約監理課 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

令和７年１２月１１日（木）午後５時まで 

質疑回答は、本案件の入札公告ページに掲載します。なお、入札

事務に関しての問い合わせは質問者にのみ回答します。 

９ 入札書の提出方法  入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和７年１２月１６日（火）まで。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局 

大和高田市 契約監理課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、「①大和高田市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務

委託」及び「②大和高田市高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事

業計画策定業務委託」の金額並びに合計金額を消費税及び地方消費税

（以下「消費税等」という。）に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、契約希望金額を消費税等を除く金額で記載してくだ

さい。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市

契約規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金

額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、

大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停

止の措置を講じることとなります。 

１２ 開札の日時等  入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和７年１２月１７日（水）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日本市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効  無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び

虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入

札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落

札者の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったものの

した入札 

１４ 落札者の決定等 落札者は、各業務の予定価格の制限の範囲内（①大和高田市介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託の予定価格の額以下、かつ②大

和高田市高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業務委

託の予定価格の額以下）で、合計金額の最低価格をもって入札を行っ

た者とします。 

１５ 予定価格 ①大和高田市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託 

 ￥４，０００，０００－（消費税等抜き） 

②大和高田市高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定業

務委託 
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￥５，０００，０００－（消費税等抜き） 

１６ 契約保証金  免除します。 

１７ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができない

ときは、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

大和高田市立保育所及びこども園給食調理業務の委託事業者の候補者選定を公募型プロポーザル方式

で行う公告（保育幼稚園課） 

公告第１３９号 

 大和高田市立保育所及びこども園給食調理業務の委託事業者の候補者選定を公募型プロポーザル方

式で行いますので公告します。 

  令和７年１１月２１日 

大和高田市長 堀内 大造   

１ 業務の概要 

 （１） 事業名 

大和高田市立保育所及びこども園給食調理業務委託 

 （２） 履行場所 

    ・高田こども園及び土庫こども園 

 ・天満保育所及び磐園保育所 

 （３） 委託の内容 

   「保育所及びこども園給食調理業務委託仕様書」のとおり 

 （４） 委託期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間 

  (５) 委託料の上限額(３年度分合計) 

  ・高田こども園及び土庫こども園の給食調理業務を一括した金額 

￥１０６，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

・天満保育所及び磐園保育所の給食調理業務を一括した金額 

￥９１，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 参加資格 

   公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、「大和高田市立保育所及びこども園給食調理

業務委託プロポーザル実施要領」（以下「実施要領」という。）の６ 参加資格要件に掲げる要件

を全て満たす者であること。 

３ 参加申請書の提出期限 

令和７年１１月２１日（金）から令和７年１２月１２日（金）まで 

受付時間は、午前９時から午後５時まで 

４ その他 

 実施要領等による。  

５ 担当課 

 〒６３５－８５１１  奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 福祉部 保育幼稚園課 

電 話：０７４５－２２－１１０１ ＦＡＸ：０７４５－２３－０４１５ 

 

 

 教育委員会 
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教育委員会 

大和高田市教育委員会１１月定例委員会の招集（教育総務課） 

教育委員会告示第１５号 

 大和高田市教育委員会１１月定例委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１１月１８日 

大和高田市教育委員会教育長 安川 禎亮   

１ 日時  

令和７年１１月２５日（火）午後２時１０分 

２ 場所  

   市役所５階 会議室８ 

３ 議案  

第１号 後援願いについて 

第２号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会 

大和高田市選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第３２号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和７年１１月５日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 北本 政治   

１ 日時 

   令和７年１１月１２日（水） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中９８番地４ 

   大和高田市役所 ４階 会議室４ 

３ 議案 

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 在外選挙人名簿の登録について 

第３号 その他 

 

大和高田市選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

選挙管理委員会告示第３３号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

令和７年１１月２５日 

大和高田市選挙管理委員会委員長 北本 政治   

１ 日時 

   令和７年１２月１日（月） 午前９時００分 

２ 場所 

   大和高田市大字大中９８番地４ 

   大和高田市役所 ４階 会議室４ 

３ 議案 

第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

選挙管理委員会 
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第３号 選挙権を有する者の総数の３分の１、６分の１及び５０分の１について 

第４号 選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について 

第５号 その他 

 

 

 

農業委員会 

大和高田市農業委員会１２月定例委員会の招集（農業委員会） 

農業委員会告示第１１号 

大和高田市農業委員会１２月定例委員会を次のとおり招集する。 

令和７年１１月２６日 

大和高田市農業委員会会長 弓場 一郎   

１ 日時 

令和７年１２月５日（金曜日）午後３時 

２ 場所 

大和高田市役所５階 会議室６ 

３ 議案 

第１号 農地法第３条第１項の規定による申請について 

第２号 農地法第５条の規定による申請について 

第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

第４号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

    農用地利用集積等促進計画について 

第５号 その他 

農業委員会 


